哲学たいけん村無我苑呈茶券広告募集要項

（趣旨）

第1条 哲学たいけん村無我苑呈茶券広告募集要項（以下「募集要項」という。）は、碧南市広告掲載実施規程（以下「規程」という。）に基づき、哲学たいけん村無我苑呈茶券（以下「呈茶券」という。）に掲載する広告に関し、必要な事項を定めるものとする。

（広告の種類及び掲載の基準）

第2条 呈茶券に掲載する広告掲載の基準は、規程第3条に規定するところによる。

（広告の掲載位置及び掲載数）

第3条 広告の掲載位置及び枠数は、市が指定するものとする。

（広告の掲載規格）

第4条 掲載する広告の規格（1枠）は、次のとおりとする。

(1) サイズ　縦５５ｍｍ×横５５ｍｍ　　　
ただし、広告の掲載を行う者（以下「広告主という」。）の数によっては、大きさが変更になる場合がある。

(2) デザイン　市のイメージを損なわないもの。

(3) 色彩　市が指定する単色

（呈茶券の印刷枚数及び掲載期間）

第5条　呈茶券の印刷枚数は、市の指定する枚数で、概ね2年間分の呈茶券枚数とする。ただし、呈茶券がなくなった場合は、その時点で広告期間は終了するものとする。
（広告料）

第6条　広告料は、1枠当たり２万円

（広告の募集方法）

第7条　市長は、広告の募集を市広報、市ホームページ等により行うものとする。

（広告掲載の申込み）

第8条 呈茶券に広告掲載を希望する者は、哲学たいけん村無我苑呈茶券広告掲載申込書（様式第1号）に、次の各号に定めるものを添付して、募集案内で定める期日までに市長に提出しなければならない。

（1） 広告原稿

（2） 会社案内等（事業内容や活動内容等で会社の概要が分かるもの）

（3） 住所を有する市町村の市町村税（法人又は個人）の完納証明書又は市税納付状況調査に関する承諾書
第9条 （広告掲載の決定）

第10条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、規程第7条に定める碧南市広告審査会の審査を行った上で広告掲載の可否を決定する。

２　前項の審査により、その内容が適当であると認められる申込者が広告掲載の募集枠を超えたときは、次に掲げる順位により広告主を決定するものとする。

（1）第1順位　市内に本社又は本店を有する事業者等

（2）第2順位　市内に支店、営業所等を有する事業者等

３　前項の規程によっても広告主が募集枠を超えるときは、抽選により決定する。

４　市長は、前項の規程による結果を哲学たいけん村無我苑呈茶券広告掲載決定通知書（様式第2号）により広告主に通知するものとする。

（広告料の納入）

第11条 広告主は、市長が指定した期日までに広告料を一括して納入しなければならない。

（広告内容等の変更）
第11条　広告内容及びデザインについては、掲載期間中の変更は認めない。
附　則

　この募集要項は、平成２９年４月１日から施行する。

附　則

　この募集要項は、令和元年５月２４日から施行する。

